
 議案第１０号 

 

   かすみがうら市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について    

 

 かすみがうら市介護保険条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

   令和３年３月５日提出 

 

かすみがうら市長  坪 井  透   

 

   かすみがうら市介護保険条例の一部を改正する条例 

 かすみがうら市介護保険条例（平成１８年かすみがうら市条例第３号）の一

部を次のように改正する。 

 

 第３条第１項に次の１号を加える。 

（３） 移送サービス費 

 第３条第２項中「第７条第１９項」を「第８条第２５項」に改め、「除く」の

次に「法第２７条に規定する」を加え、同条に次の３項を加える。 

８ 市は、法第３２条に規定する要支援認定を受けた被保険者及び要介護被保

険者がタクシーを利用したときは、当該被保険者に対し、移送サービス費を

支給する。 

９ 移送サービス費は、市が必要と認めた場合に限り支給するものとする。 

１０ 移送サービス費の額は、月ごとに現にタクシーの利用に要した費用の１

００分の５０に相当する額とする。ただし、月ごとの支給額が１０，０００

円を超える場合は１０，０００円を支給する。 

 第４条第１項中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令
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和５年度まで」に改め、同項第１号中「３１，８００円」を「３１，２００円」

に改め、同項第２号及び第３号中「４７，７００円」を「４６，８００円」に

改め、同項第４号中「５７，２００円」を「５６，１００円」に改め、同項第

５号中「６３，６００円」を「６２，４００円」に改め、同項第６号中「７６，

３００円」を「７４，８００円」に改め、同号イ中「得た額」の次に「とし、

当該合計所得金額が０を下回る場合には、０」を加え、「この項において」を削

り、同項第７号中「８２，６００円」を「８１，１００円」に改め、同項第８

号中「９５，４００円」を「９３，６００円」に改め、同項第９号中「１０８，

１００円」を「１０６，０００円」に改め、同項第１０号中「１１４，４００

円」を「１１２，３００円」に改め、同項第１１号中「１３３，５００円」を

「１３１，０００円」に改め、同条第２項中「令和２年度」を「令和３年度か

ら令和５年度までの各年度」に、「１９，０８０円」を「１８，７２０円」に改

め、同条第３項中「令和２年度」を「令和３年度から令和５年度までの各年度」

に、「１９，０８０円」を「１８，７２０円」に、「３１，８００円」を「３１，

２００円」に改め、同条第４項中「令和２年度」を「令和３年度から令和５年

度までの各年度」に、「１９，０８０円」を「１８，７２０円」に、「４４，５

２０円」を「４３，６８０円」に改める。 

 第７条第１項中「市町村民税」を「市民税」に改め、「地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規定する」を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

第２条 この条例による改正後のかすみがうら市介護保険条例第４条の規定は、

令和３年度以降の年度分の保険料について適用し、令和２年度以前の年度分

の保険料については、なお従前の例による。 
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 （令和３年度から令和５年度までの保険料率の算定に関する基準の特例） 

第３条 第１号被保険者のうち、令和２年の合計所得金額に所得税法（昭和４

０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得又は同法第３５条第

３項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和３年度におけ

る保険料率の算定についての第４条第１項（第６号イ、第７号イ、第８号イ、

第９号イ及び第１０号イに係る部分に限る。）の規定の適用については、同項

第６号イ中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法（昭和４０年法律第３

３号）第２８条第１項に規定する給与所得及び同法第３５条第３項に規定す

る公的年金等に係る所得の合計額については、同法第２８条第２項の規定に

よって計算した金額及び同法第３５条第２項第１号の規定によって計算した

金額の合計額から１０万円を控除して得た額（当該額が０を下回る場合には、

０とする。）によるものとし、租税特別措置法」とする。 

２ 前項の規定は、令和４年度における保険料率の算定について準用する。こ

の場合において、同項中「令和２年」とあるのは、「令和３年」と読み替える

ものとする。 

３ 第１項の規定は、令和５年度における保険料率の算定について準用する。

この場合において、同項中「令和２年」とあるのは、「令和４年」と読み替え

るものとする。 
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